
特
上
遅
速
に
於
て
は
、
肪
讐
奉
及
び
荷
主
の
問
、
即
ち
謂
ゆ
る
海
上
の
利
害
踊
係
人
（
S
2
2
i
コ
ー
e
－
2
S
S
e
コ
1
三
和
瓦
の
問
に
或
る
法
律
 
 

関
係
を
生
じ
、
と
の
法
律
関
係
の
存
す
る
が
た
め
に
、
井
同
の
利
益
を
目
的
と
し
て
犠
牲
が
喚
起
せ
ら
れ
る
。
而
し
て
、
一
へ
ツ
ク
は
 
 

こ
の
法
律
相
隣
を
海
上
圃
鰻
（
S
2
e
笥
ヨ
e
i
⊃
S
C
h
豊
の
椎
利
読
務
な
れ
と
な
し
、
之
を
他
の
類
似
の
鋒
馴
鹿
と
比
陀
検
討
し
て
後
、
 
 

そ
の
謂
ゆ
る
海
上
脚
鰻
は
辣
描
法
に
謂
ゆ
る
組
合
外
の
圃
鰐
（
n
O
ヨ
ヨ
U
コ
訂
ぎ
c
註
e
コ
S
）
、
即
ち
弼
逸
私
法
に
於
け
る
強
制
共
同
性
 
 

（
N
w
。
。
∽
S
∽
当
e
旨
蔓
t
）
の
照
系
に
属
す
べ
き
こ
と
を
論
語
し
て
ゐ
る
（
エ
針
も
㌃
R
e
c
h
t
誉
G
r
n
s
い
e
H
a
v
e
r
e
ニ
S
．
u
は
ム
芦
）
 
 

本
稿
は
之
を
可
成
的
忠
資
に
鐸
述
し
て
、
共
同
指
摘
の
根
採
決
と
し
て
の
晦
上
閣
鰐
静
の
木
質
を
間
明
し
、
私
見
と
し
て
も
本
設
が
 
 

そ
の
根
掠
法
に
銅
す
る
諸
箪
詮
中
汲
も
卓
越
せ
る
こ
と
を
論
語
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

〓
 
 
 

共
同
海
硯
根
源
法
論
 
 

共
同
海
損
疲
按
法
論
 
（
≡
 
 

－
 
ヘ
ッ
ク
教
授
の
海
上
岡
照
説
の
論
評
T
l
－
 
 

j
 
 

（
こ
三
三
）
 
こ
山
 
 
 

武
 
 
 
三
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頻
十
〓
軍
∴
第
⊥
ニ
塘
 
 

（
こ
二
四
）
 
こ
〓
 
 
 

夙
に
往
時
の
単
音
、
例
へ
ぼ
ク
イ
ン
チ
ィ
ン
・
ヴ
エ
ス
チ
エ
ン
（
β
u
i
コ
t
山
コ
W
旦
s
川
コ
）
、
ビ
ン
ケ
ル
シ
ェ
ー
ク
（
B
y
コ
k
2
r
S
訂
e
k
）
、
及
 
 

び
ラ
ン
ゲ
ン
ペ
ッ
ク
（
「
a
コ
笥
コ
b
川
∩
ご
、
殊
に
フ
ー
ゴ
ー
・
グ
ロ
サ
ウ
ス
（
エ
u
笥
G
r
O
t
ど
s
）
等
は
、
共
同
梅
拭
の
分
憺
を
共
面
慣
 
 

（
。
。
ヨ
ヨ
亡
。
i
。
）
の
原
理
に
依
り
、
即
ち
姶
舶
及
び
積
荷
の
利
害
閲
係
人
の
問
に
航
海
に
因
り
て
成
立
す
る
謂
ゆ
る
海
上
組
苓
（
川
老
e
t
伽
S
 
 

ヨ
a
こ
s
）
を
以
て
説
明
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
、
そ
の
離
合
に
準
ぜ
し
む
ぺ
き
特
性
は
、
往
時
折
舶
及
び
積
荷
の
利
奮
闘
係
人
が
舵
舶
に
 
 

便
乗
し
て
航
海
し
、
必
嬰
忙
應
じ
て
胎
内
合
議
を
開
き
、
剛
般
の
糾
合
に
於
て
常
に
行
は
る
1
が
如
く
共
同
の
廃
退
に
つ
き
決
議
を
 
 

馬
し
た
る
時
代
に
於
て
放
も
鮎
著
に
規
は
れ
て
ゐ
た
。
叉
、
醇
法
に
於
け
る
数
多
の
規
㌍
の
中
に
は
、
素
々
航
梅
が
共
同
経
営
の
下
 
 

に
行
は
れ
た
る
こ
と
を
想
起
せ
し
む
る
に
充
分
な
る
も
の
が
あ
る
。
殊
に
、
・
両
七
九
四
年
幣
国
々
法
 
（
P
r
2
u
S
S
落
h
e
s
空
鴛
ヨ
2
i
コ
2
S
 
 

「
当
今
e
〔
h
t
∵
コ
空
こ
に
於
て
は
、
明
文
を
以
て
共
同
髄
論
を
是
恋
し
、
そ
の
一
七
六
六
條
に
は
次
の
如
く
規
定
し
て
ゐ
る
。
 
 

船
舶
ト
ソ
ノ
積
荷
ト
ノ
間
ニ
ハ
、
一
雨
者
ヲ
同
時
三
脅
カ
ス
桝
ノ
危
険
及
ビ
費
用
ヲ
負
鳩
ス
ル
タ
メ
ノ
共
同
憫
ノ
成
立
ヲ
認
ム
。
 
 

N
w
小
s
c
h
望
e
ぎ
e
ヨ
S
c
芸
f
亡
コ
m
S
e
i
コ
e
r
r
a
旨
コ
頂
b
巾
S
首
≡
e
ぎ
2
G
e
ヨ
e
仙
戻
C
h
a
f
什
N
亡
「
U
e
b
n
r
コ
か
h
ヨ
2
告
r
 
b
e
己
e
N
亡
牧
e
…
c
h
 
 
 

t
r
e
f
訂
コ
n
e
コ
G
e
訂
h
r
e
コ
亡
コ
m
 
K
O
S
t
e
⊃
．
 
 

叫
八
五
八
1
九
年
弼
逸
億
商
法
の
制
定
の
際
、
漢
蔑
の
委
員
合
に
於
て
も
、
同
線
な
る
見
解
が
表
明
せ
ら
れ
て
ゐ
る
（
P
r
。
t
。
k
。
l
一
e
．
 
 

S
・
N
A
岩
－
N
り
N
N
、
N
り
N
ご
。
尤
も
、
そ
の
商
法
典
に
於
て
は
、
如
く
の
如
き
純
叩
的
の
開
襟
に
は
卒
然
梱
れ
て
ゐ
な
い
が
、
こ
れ
は
法
 
 

典
と
し
て
寧
ろ
常
を
得
た
る
も
の
で
あ
る
。
叉
、
弼
逸
海
商
法
制
定
後
の
文
献
及
び
判
例
に
於
て
も
、
何
れ
も
共
同
海
持
分
楯
摘
求
 
 

樵
の
法
的
根
掠
は
、
共
同
豊
の
成
立
に
か
り
と
見
て
ゐ
る
が
如
く
で
あ
る
。
唯
、
澗
挽
普
通
法
時
代
の
文
献
に
於
て
は
、
党
に
述
べ
 
 
 

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



允
る
が
如
ぐ
概
し
て
遥
遠
契
約
に
関
連
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
桐
イ
エ
ー
サ
ン
グ
、
ニ
ッ
タ
、
デ
ル
ソ
ブ
ル
グ
等
は
北
ハ
同
照
鞭
を
 
 

承
認
し
、
ゴ
」
ル
ド
シ
そ
、
、
ツ
ト
に
於
て
放
も
微
減
し
て
ゐ
る
（
G
。
訂
〔
h
ヨ
i
d
t
－
「
召
R
訂
d
訂
一
－
コ
d
居
駕
r
∋
讐
a
ヨ
e
コ
t
㌫
・
竺
芦
）
。
 
 
 

彿
図
に
於
て
も
、
近
時
共
同
牒
詮
に
傾
く
者
が
族
■
出
し
て
ゐ
る
。
リ
ベ
ー
ル
教
授
の
利
益
間
鴨
詮
（
↓
h
e
O
r
i
Ⅷ
d
e
苫
コ
宮
d
－
 
 

ま
e
r
e
訂
e
コ
t
r
e
l
〉
a
r
ヨ
a
t
e
u
r
e
ニ
2
S
C
h
a
「
∽
e
u
－
S
・
R
i
p
e
－
ニ
D
－
箕
ヨ
鼠
t
ぎ
e
こ
ニ
，
P
・
一
呂
）
、
ボ
泉
カ
ー
ズ
氏
の
強
制
相
互
保
険
漁
 
 

（
T
h
e
O
r
i
e
計
二
謡
s
s
u
r
a
コ
C
e
ヨ
u
t
u
2
1
訂
O
b
l
■
i
笥
t
O
i
－
2
●
B
O
⊃
コ
e
C
a
S
2
u
 
r
e
勺
a
ユ
剛
勇
u
誉
仙
s
ヨ
2
d
2
六
号
○
蒜
c
O
ヨ
ヨ
（
r
C
訂
i
ヨ
旦
t
ぎ
e
－
P
こ
】
♪
 
 

コ
O
t
e
了
）
は
そ
の
尤
な
る
も
の
で
あ
る
。
我
団
に
於
て
も
、
椅
本
博
士
及
び
酉
島
博
士
等
共
に
共
同
解
説
を
是
認
せ
ら
れ
て
ゐ
る
 
 

（
東
本
博
士
著
海
洒
法
一
七
二
貰
、
西
島
博
士
菅
海
商
法
繋
論
三
四
五
哀
、
仙
南
六
戸
J
。
叉
、
田
中
博
士
及
び
右
枠
教
授
は
、
従
軍
の
単
著
が
 
 

共
同
梅
漬
の
莞
観
念
と
し
て
説
く
研
は
曖
映
で
あ
る
と
な
し
、
之
を
二
分
し
て
共
同
梅
沌
制
度
の
本
質
又
は
立
法
珊
由
と
七
て
は
 
 

共
同
鰭
詮
を
是
認
し
、
且
つ
そ
の
戚
法
上
k
於
け
る
法
的
性
質
は
海
商
法
上
の
特
別
な
ろ
法
律
嬰
件
で
あ
孝
に
過
ぎ
な
い
と
諭
ぜ
ら
 
 

れ
て
ゐ
る
が
（
田
中
博
士
著
海
商
培
提
要
三
七
入
貢
以
下
、
鱒
渾
教
授
顛
共
周
海
損
表
質
論
三
七
立
亘
、
≡
八
五
官
）
、
斯
く
㌧
の
如
き
児
考
は
卑
 
 

鬼
に
依
れ
ば
へ
ツ
ク
の
海
上
圏
既
設
・
に
飯
粒
接
近
せ
る
も
の
如
く
で
あ
る
。
唯
、
そ
の
成
法
上
に
於
て
根
桜
紙
を
否
認
せ
ら
れ
た
る
 
 

所
は
梢
過
ぎ
た
る
の
牒
が
凍
る
。
 

ヘ
ツ
ク
は
、
先
忙
も
二
言
し
た
る
が
如
く
∵
悔
上
聞
鱒
を
以
て
法
的
概
念
と
し
て
の
謂
ゆ
る
組
合
外
の
圃
場
に
屈
す
ペ
き
．
叫
の
筍
 
 

合
と
見
、
之
を
共
同
海
嘩
の
根
嬢
法
と
し
て
認
識
せ
ん
と
す
る
も
の
な
る
が
、
右
の
両
氏
は
我
園
に
於
て
斯
く
の
如
き
法
的
の
共
同
 
 

贋
概
念
を
否
認
せ
ら
れ
る
む
で
あ
ら
う
。
苓
、
猫
逸
に
於
て
も
諭
新
の
中
に
は
北
ハ
同
潤
の
存
在
を
認
め
な
い
も
の
が
あ
る
。
玄
に
於
 
 

共
同
海
損
根
城
洩
給
 
 

（
〓
こ
五
）
 
▲
〓
≡
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三
 
 

数
人
の
者
が
同
二
の
財
産
を
喪
同
し
て
和
用
す
る
こ
と
、
殊
に
兄
弟
達
が
親
註
す
の
単
発
を
北
南
し
て
経
常
す
る
の
事
鸞
は
、
何
 
 

れ
の
地
何
れ
の
時
代
に
於
て
も
見
受
け
ち
れ
る
。
羅
馬
の
・
法
律
生
餌
に
於
て
放
、
こ
の
溺
賓
に
附
し
て
組
合
（
s
凰
e
訂
s
）
と
い
ふ
法
 
 

律
制
度
を
謎
め
、
両
も
党
づ
そ
の
北
ハ
同
紙
僚
の
解
消
叉
碩
共
布
財
産
の
分
割
に
射
し
て
、
裁
判
官
の
協
力
を
求
む
る
に
至
っ
て
眞
に
 
 

重
要
硯
せ
ら
・
る
1
も
の
と
な
つ
た
。
枝
豆
は
ヱ
の
細
合
紙
態
か
ら
生
す
る
栖
め
て
多
く
の
訴
求
樵
に
勤
し
て
詐
械
を
認
む
る
に
至
 
 

り
、
之
を
分
割
師
樵
（
↓
。
ニ
u
コ
管
k
t
a
笥
）
と
糾
し
た
。
こ
の
訴
腰
の
中
に
は
北
ハ
同
相
揮
著
聞
の
関
係
忙
閲
す
る
も
の
あ
り
、
或
は
共
 
 

有
者
制
の
舶
備
に
閲
す
る
も
の
あ
り
、
或
は
隣
地
と
の
堪
界
の
不
明
確
（
G
r
e
コ
Z
く
e
r
W
…
r
－
u
コ
巴
な
る
に
鋲
ゆ
て
相
隣
審
問
に
鑓
ザ
る
 

開
院
も
、
共
有
者
聞
の
銅
備
に
準
じ
て
取
扱
止
れ
て
ゐ
る
。
 
 
 

か
く
て
、
分
割
訴
権
は
緋
最
法
に
於
て
ー
漸
次
駄
く
適
川
せ
ら
る
1
に
至
っ
た
の
で
参
る
が
、
必
ゃ
し
も
非
同
相
利
〔
茎
斎
r
e
（
芝
草
 
 

。
。
巴
の
法
律
的
窟
昧
を
蝕
す
併
な
く
破
ひ
符
牒
も
め
で
庶
な
か
づ
た
。
即
ち
、
苗
典
故
単
に
於
て
吟
共
同
粧
螢
の
解
約
又
は
共
有
財
 
 

産
の
分
割
の
頃
合
の
み
な
ら
す
、
物
の
使
用
及
び
来
賓
の
牧
村
を
改
善
す
る
に
要
し
た
重
用
の
償
環
誹
求
梯
、
又
は
共
同
樅
利
者
 
 

の
義
務
違
反
を
理
由
左
す
る
賠
償
糾
求
糟
の
如
漕
も
の
に
於
て
璧
共
同
鰻
輔
像
を
以
て
分
割
訴
椎
を
認
め
、
．
或
は
そ
の
共
同
鰻
の
 
 

停
泊
を
開
披
と
せ
す
し
て
も
之
を
承
認
し
て
ぁ
る
。
叉
∧
、
共
有
物
分
割
訴
樅
｛
賀
i
。
C
。
ヨ
ヨ
貴
d
…
く
き
コ
旨
）
も
元
来
は
非
同
期
宥
 
 
 

第
十
ご
啓
 
一
革
ノ
三
耽
 
 

て
ヽ
共
同
皆
の
冷
感
が
先
づ
玖
て
必
要
と
な
る
。
 
 

（
こ
二
六
）
 
〓
四
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の
場
合
転
認
め
ら
れ
た
ノ
る
も
の
な
る
が
、
伺
そ
の
他
の
物
依
の
窃
今
に
も
及
ぼ
さ
れ
て
ゐ
る
。
然
し
「
こ
の
種
の
内
容
を
有
す
る
請
 
 

求
梯
が
共
同
樵
利
の
場
合
に
あ
ら
ず
し
て
 

か
の
間
剋
に
放
て
は
、
今
日
残
存
せ
る
羅
馬
雄
の
断
片
の
中
に
は
招
か
に
之
に
偶
れ
た
る
牒
の
あ
る
に
渦
嘗
な
い
人
丁
電
卸
N
P
 
 

c
O
ヨ
叶
d
ざ
∵
岩
－
叫
∵
エ
e
c
k
u
S
・
竺
山
・
）
。
即
ち
、
費
川
調
求
棟
（
く
e
r
w
e
コ
き
っ
∽
S
k
…
a
s
e
）
に
関
し
て
は
、
前
碗
忙
．
於
て
述
べ
た
る
駒
燕
の
 
 

事
務
管
理
の
概
念
が
そ
の
手
懸
り
を
提
供
し
て
ゐ
る
。
殊
に
、
共
問
纏
接
忙
関
す
る
ア
ー
ド
柁
荷
法
に
於
て
は
1
夙
に
羅
馬
人
は
共
 
 

同
権
利
者
聞
の
関
係
に
斬
似
し
た
る
関
係
に
之
を
謎
め
た
る
も
の
と
想
像
せ
ら
る
べ
く
、
そ
れ
は
羅
馬
の
法
源
に
於
け
る
用
語
か
ら
 
 

賛
辞
せ
ら
れ
る
（
〓
e
c
k
l
冨
り
a
コ
ヨ
・
訣
′
f
ご
？
即
ち
、
そ
の
中
に
於
け
る
コ
シ
ソ
ル
チ
サ
ム
（
。
。
。
S
。
r
t
ど
ヨ
）
な
る
添
は
ハ
元
は
主
 
 

と
し
て
親
の
死
後
も
尚
不
可
分
的
に
共
同
生
活
を
臓
績
せ
る
兄
弟
姉
妹
の
関
係
を
意
味
し
た
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

多
ク
ノ
人
々
ニ
」
ノ
物
樵
ガ
共
同
的
三
囁
ス
ル
ノ
革
質
ガ
ア
ラ
バ
、
彼
等
ノ
問
三
二
種
ノ
箕
仔
相
磯
ガ
生
女
ル
ニ
至
ル
。
 
 

D
訂
T
h
a
訂
a
c
h
e
－
d
a
s
ヨ
e
h
r
e
r
e
コ
苫
r
s
O
コ
e
コ
e
ぎ
d
i
点
－
芹
h
e
朋
R
巾
n
h
t
 
s
e
ヨ
e
芋
s
（
h
a
三
F
h
互
】
e
r
N
e
u
∽
サ
z
w
叫
s
c
h
e
コ
倉
コ
S
e
一
b
e
コ
 
 

e
i
コ
く
e
r
p
芸
n
h
ど
コ
思
＜
e
r
h
巴
t
⊇
S
S
■
）
 
 
 

ジ
ン
テ
ー
ー
ー
ス
（
S
≡
e
コ
ダ
〓
二
こ
は
二
㌣
霊
＝
ご
、
デ
ル
ン
ブ
ル
グ
ヘ
ロ
e
r
コ
b
u
－
㌘
P
当
d
e
k
訂
コ
ー
〓
芦
）
、
そ
の
他
の
普
通
班
の
 
 

箪
老
も
倍
共
同
椎
別
に
就
て
強
調
L
て
は
ゐ
る
が
、
具
慨
的
に
は
次
の
三
倍
の
分
割
錘
横
の
場
合
に
の
み
仙
般
的
に
承
認
せ
ら
れ
て
 
 

猫
逸
普
通
法
に
於
て
は
、
通
詮
は
薙
馬
の
法
律
拳
の
見
地
以
上
に
は
m
な
か
つ
た
。
 
 

ウ
ィ
ン
ド
シ
ャ
イ
ド
は
、
共
同
牌
な
る
法
律
制
度
を
次
の
如
く
富
つ
、
て
ゐ
る
（
W
夏
s
c
h
e
ざ
〓
ニ
金
ぜ
き
ご
 
 

共
同
海
現
根
城
法
論
 
 

（
二
二
七
）
 
こ
五
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弟
十
丁
怨
∵
第
三
㌍
 
 

ハ
三
l
八
）
ニ
六
 
 

ゐ
る
に
過
ぜ
な
い
。
共
同
遺
磨
相
綾
人
間
の
関
係
、
隣
地
と
の
髭
界
不
明
（
G
r
e
⊃
N
く
e
r
W
き
コ
n
）
の
歩
合
、
及
び
共
同
所
有
者
の
場
 
 

合
と
れ
で
あ
つ
て
、
僻
そ
の
他
佗
羅
魔
法
の
党
例
に
倣
ひ
桝
覇
柿
以
外
の
不
可
分
的
物
棟
（
d
叫
邑
告
e
R
e
c
露
p
r
O
亘
＜
ぎ
）
に
因
 
 

る
共
同
樵
利
の
場
合
も
之
に
準
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
、
共
同
パ
有
の
婁
合
、
一
の
物
の
上
に
礪
立
の
物
樵
の
併
存
す
る
場
合
、
 
 

例
へ
ば
物
の
所
有
者
と
線
種
者
と
の
聞
忙
於
け
る
物
桃
的
関
係
、
ブ
リ
ン
ク
マ
ン
の
謂
ゆ
る
可
分
的
共
同
慣
へ
n
O
∃
u
コ
古
p
r
O
 
 

d
ぎ
。
↑
′
u
〓
岩
・
N
ご
・
）
の
場
合
、
連
滞
債
務
者
聞
若
く
は
連
帯
倍
堆
著
聞
の
鞘
傭
、
そ
の
他
の
倍
柿
債
務
者
問
の
関
係
」
共
 
 

同
後
見
人
と
保
佐
人
問
の
細
傭
、
破
床
債
槽
常
間
の
関
係
、
並
に
寮
簡
閲
係
の
不
確
衰
（
U
コ
筈
i
n
h
h
e
；
d
e
s
S
a
c
h
く
e
r
h
a
－
宮
な
る
 
 

が
た
め
、
又
は
同
校
の
磯
利
の
衝
突
（
K
。
≡
s
碧
号
c
h
e
r
R
e
n
h
豆
の
溌
め
憐
地
と
の
彊
界
不
明
（
G
r
e
コ
N
＜
e
r
W
ぎ
邑
に
類
似
し
た
 
 

る
状
態
を
生
ぜ
⊥
め
る
が
如
せ
禦
昆
も
、
之
を
準
欄
す
る
こ
と
に
就
て
は
」
般
的
に
是
認
せ
ら
れ
て
ゐ
な
 

法
の
場
合
に
於
け
る
共
同
牒
に
就
て
は
、
先
に
掲
げ
た
る
が
如
〈
多
く
の
単
著
に
依
り
て
承
認
せ
ら
れ
て
ゐ
る
・
8
而
し
て
1
こ
れ
等
 
 

の
共
同
倦
の
各
種
の
場
合
は
、
偶
跨
の
肇
生
原
因
に
依
っ
て
之
を
債
擢
法
の
各
論
の
部
で
取
瀕
は
れ
、
又
は
物
株
の
教
典
と
し
て
之
 
 

を
物
椛
篇
で
取
扱
偲
れ
て
ゐ
る
。
唯
、
共
同
相
摸
人
間
の
関
係
は
、
例
外
な
く
相
潰
放
の
部
で
諭
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
 
 

右
に
掲
げ
た
る
儲
僻
の
全
部
若
く
は
少
く
と
濁
そ
の
大
部
分
に
封
し
て
二
Ⅷ
仙
－
勺
な
る
革
質
宮
h
e
芳
h
e
ニ
a
t
b
e
s
督
心
）
の
布
蒸
す
 
 

る
こ
と
を
指
摘
し
た
竃
者
は
、
イ
エ
ー
ワ
ン
ザ
そ
の
人
で
あ
り
、
被
は
費
用
銅
求
槽
佗
関
連
せ
し
め
て
之
を
玲
給
し
て
ゐ
る
ぐ
而
し
 
 

て
、
特
に
彼
は
通
訟
七
反
し
て
、
訴
求
棟
の
淑
梯
は
柵
利
の
共
同
膿
（
G
e
ヨ
e
ぎ
s
‖
h
尾
d
e
s
R
e
c
h
耳
）
に
あ
ら
す
し
て
、
轟
然
別
個
 
 

の
婁
素
と
L
て
の
必
然
的
及
る
利
率
の
共
同
憾
（
コ
。
t
W
宜
i
笥
G
e
ヨ
e
ぎ
s
告
f
t
d
e
r
ざ
e
r
e
s
s
e
る
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
洗
場
そ
の
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利
益
共
同
鰭
は
謂
ゆ
る
共
同
樵
利
の
場
合
に
生
す
る
も
、
偽
こ
れ
に
依
存
甘
す
し
て
後
生
す
べ
き
こ
と
を
猫
調
L
て
ゐ
る
。
，
こ
れ
に
 
 

就
て
は
、
後
に
詳
し
く
論
評
す
べ
き
も
、
エ
ツ
ク
及
び
ウ
イ
ン
ド
レ
ヤ
イ
ド
は
こ
の
利
谷
持
回
倍
な
る
用
語
を
非
排
し
て
ゐ
る
。
然
 
 

し
、
・
両
氏
と
も
共
同
憾
に
つ
き
輝
く
考
究
す
る
桝
な
七
。
 
 
 

都
て
、
這
ハ
同
鰻
に
封
す
る
近
代
法
の
取
扱
に
就
て
叫
管
し
た
い
。
猫
逸
聞
有
の
ゲ
ル
マ
ン
法
を
起
源
と
す
る
制
度
の
中
に
は
、
共
 
 

同
憾
の
概
念
横
隊
に
貢
献
し
た
る
も
の
が
あ
る
。
㌧
彼
の
謂
ゆ
る
令
有
閑
係
（
叫
コ
d
e
r
駕
S
a
ヨ
ヨ
t
e
コ
コ
a
コ
竺
及
び
綜
令
人
（
C
e
コ
O
S
S
e
ヲ
 
 

s
c
訂
f
t
）
 
の
場
合
に
於
七
、
共
同
株
制
・
に
つ
き
輿
へ
ら
れ
た
る
特
異
な
る
形
態
こ
れ
で
あ
る
（
甲
良
博
士
喪
物
憾
彿
〓
七
九
貫
j
八
二
義
 
 

参
照
）
。
叉
、
同
国
に
於
て
其
の
後
に
額
達
し
た
る
新
制
度
も
同
機
に
之
を
示
唆
し
て
ゐ
る
〔
殊
に
、
堤
防
国
昭
（
ロ
e
告
v
e
r
b
箸
計
）
 
 

各
種
の
強
制
協
同
組
合
（
N
w
呂
笥
k
0
0
p
e
r
a
t
i
O
コ
）
、
及
び
弘
制
綜
合
人
（
N
w
a
コ
℃
∽
e
コ
O
S
S
e
コ
S
（
h
a
f
t
）
等
は
謂
ゆ
る
紺
合
外
の
困
鰻
 
 

（
n
O
j
ヨ
u
コ
i
O
仙
宍
己
化
コ
S
）
に
屈
す
る
も
の
解
せ
ら
る
1
を
普
通
と
し
、
更
に
梅
上
圃
憾
（
S
e
㈹
笥
ヨ
e
ぎ
s
（
h
a
ヨ
と
同
位
類
の
も
の
で
あ
 
 

る
と
見
る
者
も
あ
る
。
而
し
て
、
商
法
上
海
上
圃
照
の
構
域
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
塊
て
エ
ー
レ
ン
ベ
・
ル
ク
を
し
て
船
長
の
鹿
分
政
 
 

を
も
こ
の
海
上
困
腰
に
由
来
せ
し
む
る
こ
と
に
な
り
（
E
h
r
e
コ
b
川
r
撃
B
e
s
c
h
r
賢
k
t
e
H
a
f
t
u
コ
∽
d
e
s
S
（
h
u
－
旨
e
r
s
u
〓
】
㌫
・
ゴ
二
芦
）
、
叉
 
 

ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
物
枕
的
共
同
億
と
し
て
の
法
的
コ
ム
ニ
オ
（
〔
。
ヨ
ヨ
u
コ
i
。
ぎ
R
e
c
h
［
s
s
i
⊃
コ
e
）
の
外
に
、
こ
の
物
横
町
北
ハ
同
 
 

即
ち
コ
ム
ニ
オ
な
く
し
て
成
立
す
る
法
的
危
険
国
債
（
O
h
コ
e
O
ヨ
ヨ
ピ
コ
i
O
b
n
s
訂
h
e
コ
m
e
コ
G
e
一
致
r
m
e
ヨ
せ
コ
い
C
†
‖
a
モ
．
を
封
荒
せ
t
め
、
或
 
 

は
多
数
決
開
館
（
三
e
h
－
h
2
芽
く
¶
－
b
呂
d
）
な
る
法
的
軌
鰻
を
認
識
し
て
海
上
柳
腰
の
本
蜃
を
糊
明
せ
し
む
る
に
蓋
っ
た
．
（
G
鼠
d
s
c
h
旦
d
t
一
 
 

打
x
 
R
h
O
d
ぎ
N
e
i
t
s
c
h
r
芸
∴
拐
．
S
．
金
f
㍗
S
．
昌
－
S
●
u
澄
f
ご
。
 
 

■1  

共
同
海
韻
槌
遵
法
論
 
 

（
二
こ
九
）
‥
ニ
七
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弗
十
γ
一
巻
 
第
士
仙
耽
 
 

（
こ
≡
○
）
 
二
八
 
 

現
行
法
に
於
て
は
、
共
同
牌
の
概
念
竺
姦
を
快
い
で
ゐ
る
。
燭
周
の
法
政
ハ
に
放
て
は
甚
だ
贋
く
之
を
解
し
て
屠
り
、
民
法
の
債
 
 

捗
篇
に
ぬ
組
合
（
G
e
s
e
＝
s
c
h
。
¶
t
）
に
次
で
共
同
鰐
（
G
e
召
e
i
J
S
C
h
a
吉
な
る
凋
立
の
〓
即
さ
へ
設
け
て
ゐ
る
が
、
然
し
明
文
を
以
て
之
 
 

老
定
義
し
た
る
も
の
な
し
（
E
コ
コ
e
C
C
e
r
u
S
｝
B
苧
笥
H
ハ
h
e
コ
雷
c
h
t
s
二
B
n
・
N
き
t
・
S
・
§
・
）
。
彿
開
の
法
典
及
び
伊
閥
の
法
典
に
於
て
 
 

は
何
等
規
定
す
る
桝
な
く
、
我
園
の
潅
典
亦
然
万
で
あ
る
．
。
 
 

四
 
 
 

共
同
膿
忙
於
て
債
務
関
係
の
教
生
す
べ
き
根
嬢
に
関
す
る
問
題
は
、
．
常
通
分
割
訴
櫛
を
封
照
と
L
て
の
み
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
。
而
 
 

し
て
、
 
 

共
同
餞
は
寧
の
基
で
あ
る
 

n
O
ヨ
ヨ
u
コ
石
e
S
t
ヨ
a
t
e
r
ユ
x
a
r
u
ヨ
．
 
 

と
い
ふ
溝
諺
を
顧
み
て
簡
単
に
片
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
イ
エ
ー
ワ
ン
グ
及
び
ス
タ
イ
ン
レ
ヒ
ナ
ー
は
、
之
に
勤
し
て
頼
め
て
詳
細
 
 

な
る
且
つ
徹
底
し
た
る
回
答
を
典
へ
．
て
ゐ
る
。
 
 
 

兜
づ
、
ス
タ
イ
ン
レ
ヒ
ナ
ー
の
所
詮
よ
り
論
述
す
べ
し
（
S
t
e
i
コ
膏
h
コ
e
r
｝
口
a
s
W
e
s
e
コ
d
e
r
号
s
c
O
ヨ
ヨ
u
コ
ご
U
・
⊂
コ
d
冨
冴
官
a
s
仙
 
 

ハ
○
ヨ
ヨ
宅
i
O
こ
・
き
t
●
竜
き
N
・
＞
b
t
」
彗
0
0
●
）
。
 
 

∴
㍍
ィ
ン
レ
ヒ
サ
ー
は
、
北
ハ
同
鰭
が
債
務
関
係
費
生
の
弼
立
の
野
間
で
あ
る
と
な
す
過
詮
に
反
し
て
、
彼
は
共
同
憫
の
債
務
は
攻
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の
翔
由
に
依
る
も
の
な
り
と
な
す
（
S
t
e
宣
誓
ぎ
e
r
こ
山
手
ニ
T
S
」
金
・
）
。
 

海
人
カ
ニ
ノ
物
（
或
ハ
リ
ノ
他
俄
鶉
二
於
ケ
ル
財
）
ヲ
自
己
ノ
ヰ
ノ
ト
ナ
シ
、
而
モ
不
法
－
膚
於
テ
、
即
チ
法
蘭
上
ノ
原
因
ナ
ク
 
 
 

シ
テ
之
ヲ
他
人
ノ
財
産
ヨ
リ
翳
シ
タ
ル
窃
曾
ニ
ハ
、
法
律
ハ
占
有
者
ニ
′
封
シ
返
遥
ノ
責
任
ヲ
課
ス
。
斯
カ
ル
占
有
人
、
法
律
三
倍
 
 
 

リ
テ
義
務
ノ
生
ズ
ル
ニ
至
ル
審
理
デ
ア
ル
し
。
即
チ
、
亡
財
ハ
安
住
ノ
根
城
デ
ア
ル
。
 
 
 

D
e
r
U
∃
S
什
a
邑
㌻
計
s
s
L
e
ヨ
a
コ
d
e
i
コ
e
S
a
c
h
e
六
〇
d
e
r
e
i
コ
a
コ
d
e
r
e
s
′
W
e
r
昏
j
e
k
叶
．
諾
s
芦
ぎ
w
e
i
膏
e
コ
S
i
コ
コ
e
）
i
コ
S
e
i
コ
e
∋
 

く
e
言
古
川
J
h
a
叶
主
J
m
N
W
山
エ
コ
u
コ
］
用
・
e
n
h
語
r
［
質
e
r
W
e
計
り
）
1
い
じ
好
コ
叩
S
i
e
a
u
s
e
i
コ
e
ヨ
畠
ヨ
G
e
邑
N
コ
首
J
t
a
完
r
k
a
∃
t
e
コ
G
r
u
コ
d
e
 
 

a
u
s
d
e
ヨ
＜
e
r
∋
丘
e
コ
e
i
コ
e
S
コ
コ
旨
r
e
コ
g
e
k
O
ヨ
ヨ
e
コ
…
s
t
 
－
 
W
 
b
e
ぬ
r
彗
d
e
叶
N
亡
ざ
打
e
 
d
e
s
 
G
e
s
e
t
N
爪
S
…
…
…
こ
苧
計
コ
〓
a
b
e
コ
倉
コ
・
d
訂
 
 

く
e
r
p
f
芳
h
t
u
コ
仏
N
u
r
 
R
e
s
t
i
t
ま
ー
○
コ
（
i
ヨ
W
註
e
r
e
ヨ
S
i
コ
コ
e
）
・
ロ
百
雷
h
a
b
e
r
e
a
i
s
〇
i
s
t
d
i
e
T
h
a
t
s
a
（
訂
u
 
a
コ
三
川
訂
h
e
計
s
h
G
e
ひ
e
t
N
 
 

d
i
e
O
嘗
笥
〓
c
コ
k
コ
u
P
ぎ
d
i
2
r
e
S
落
d
訂
G
r
u
コ
d
一
点
e
d
e
r
く
e
て
f
l
芹
h
t
u
コ
甲
 

こ
の
財
（
斎
s
烏
）
の
返
還
が
則
ち
分
割
訴
傭
（
↓
h
e
ニ
彗
讐
k
厨
e
）
、
並
に
費
用
償
還
訴
膝
（
く
e
r
w
。
。
d
u
コ
讐
k
宮
e
）
の
内
容
を
な
す
 
 

も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
共
有
物
分
割
詐
樵
（
a
n
t
ぎ
n
O
ヨ
ヨ
u
コ
こ
ぞ
i
d
u
コ
d
O
）
は
、
不
営
利
得
返
還
訴
椛
（
K
O
コ
d
i
k
旨
コ
）
に
屈
す
べ
 
 

き
も
の
な
り
と
見
て
ゐ
る
。
蒐
づ
、
分
割
訴
磯
に
封
す
る
彼
の
法
和
戦
よ
り
詳
述
す
べ
し
・
。
 
 

）
 
 

－
′
 
分
割
訴
樺
の
法
理
に
関
す
る
ス
タ
イ
ン
レ
ヒ
ナ
ー
の
見
解
 
 

（
 
 
 

彼
は
、
∧
各
共
有
者
は
夫
々
完
全
な
る
所
有
者
に
し
て
、
招
か
に
他
の
共
有
者
と
の
競
合
に
依
り
制
限
を
受
く
る
も
め
な
け
と
の
根
 
 

本
親
念
よ
り
出
で
＼
分
割
訴
碓
の
・
法
珊
を
次
の
如
く
演
繹
し
て
ゐ
る
（
許
i
コ
訂
c
h
コ
e
r
こ
ニ
ラ
ニ
㍍
」
歩
S
∴
金
・
）
。
各
共
有
者
は
夫
 
 

共
同
海
漁
場
櫨
法
論
 
 

（
こ
こ
二
）
 
二
九
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第
十
一
巻
 
ノ
弟
三
成
 
 

（
二
左
手
）
 
三
〇
 
 

々
他
人
の
物
を
邑
己
の
物
に
し
て
ゐ
る
（
、
エ
㌢
＜
e
・
墓
㌢
ト
a
b
e
コ
〉
J
¢
即
ち
、
由
ゆ
る
財
の
占
有
（
H
賢
n
d
e
r
r
e
s
）
が
あ
る
。
素
 
 

よ
り
、
そ
の
占
有
は
必
ず
し
も
不
放
資
e
c
a
u
s
a
）
疫
は
あ
ら
ざ
る
む
、
自
己
の
財
と
他
人
の
財
と
の
璧
口
（
＝
＜
2
－
W
a
n
h
s
e
コ
川
e
i
き
 
 

又
は
結
合
（
占
。
∃
e
X
琶
ヾ
密
つ
七
生
ず
る
財
の
束
縛
こ
そ
不
法
で
あ
る
。
斯
か
る
束
縛
は
所
有
樵
の
本
質
に
背
馳
す
る
。
而
し
 
 

て
、
分
割
詐
舵
は
、
こ
の
不
法
秒
束
縛
よ
り
解
放
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

ヽ
．
ノ
 
 

〓
痩
糊
償
還
訴
橡
に
関
す
る
ス
タ
イ
ン
レ
ヒ
ナ
ー
の
見
解
 
（
 
 
 

彼
は
、
前
稲
事
務
管
理
詮
の
検
討
に
於
て
掲
げ
た
る
羅
馬
法
の
共
有
物
分
卿
訴
棟
北
開
す
る
パ
ウ
ル
ス
の
法
瀕
二
卜
芯
こ
ふ
口
．
 
 

C
。
ヨ
ヨ
・
d
叫
く
・
－
P
u
・
）
を
引
用
し
て
、
′
物
梯
的
共
同
樵
利
墓
コ
号
h
2
室
b
e
r
e
n
ト
t
曹
コ
巴
の
本
質
よ
り
費
用
僻
遠
詐
棟
の
根
接
が
不
 
 

営
利
得
に
あ
る
こ
と
▲
を
詑
明
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
へ
S
t
e
亘
e
c
ユ
記
「
－
呵
u
≡
㌫
∵
声
）
。
即
ち
、
北
ハ
同
の
原
則
（
P
，
i
コ
N
壱
d
e
r
G
m
ヨ
∈
i
ヲ
 
 

S
。
h
a
f
芳
h
賢
t
）
に
依
る
べ
き
物
樺
的
共
同
健
利
に
於
て
は
絶
て
の
も
の
妃
北
ハ
同
的
で
あ
ら
ね
ぼ
な
ら
ぬ
（
○
ヨ
n
訂
n
c
ヨ
ヨ
亡
コ
i
（
a
r
仙
 
 

d
e
b
葺
か
ら
、
北
ハ
有
者
が
共
同
の
物
に
関
し
て
費
用
を
文
机
し
そ
の
結
児
聴
て
の
共
有
脊
の
財
産
に
利
益
を
輿
へ
た
る
慧
［
に
は
、
 
 

仲
間
の
有
望
あ
各
自
の
負
措
す
べ
き
費
用
の
制
常
額
を
限
度
と
し
て
不
皆
の
利
益
む
受
け
た
る
も
の
で
あ
り
、
従
つ
孟
ハ
虚
に
は
 
 

比
例
的
償
還
む
藷
求
し
得
ぺ
き
理
由
が
生
じ
て
ゐ
る
と
な
す
の
で
あ
る
（
S
奮
k
c
h
コ
e
r
－
伽
ば
二
S
．
至
）
。
庸
、
ス
タ
イ
ン
レ
ヒ
ナ
 
 

ー
は
之
と
同
様
の
理
由
を
以
て
、
収
得
し
た
る
利
益
の
分
割
に
閲
す
急
用
求
準
被
り
た
る
損
害
の
唱
補
訴
求
樵
、
亜
紀
使
用
の
許
 
 

容
に
閲
す
る
請
求
傭
を
む
詮
明
し
て
ゐ
る
（
S
t
e
i
コ
訂
c
h
コ
e
コ
血
u
〓
I
S
二
芦
）
心
 
 

去
夕
木
ン
レ
ヒ
ナ
ー
が
、
共
肝
櫻
の
倍
務
を
不
営
利
得
に
昂
せ
ん
と
す
る
右
の
如
き
見
解
に
封
し
、
ヘ
ツ
ク
は
之
を
次
の
如
く
反
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験
し
て
ゐ
る
（
エ
e
c
ぎ
S
・
u
遣
・
）
。
 
 

ヽ
l
ソ
 
′
「
 
ス
タ
イ
ン
レ
ヒ
一
ナ
ー
の
分
割
訴
撼
の
旗
印
偶
に
封
す
る
反
駁
 
 

（
 
 
 

ス
タ
イ
ン
レ
ヒ
ナ
ー
は
、
自
己
の
物
に
す
る
（
ヱ
ヨ
＜
e
r
ヨ
罵
コ
h
a
・
b
e
J
、
ご
て
ふ
文
言
が
有
し
又
は
有
し
得
べ
き
二
様
の
意
味
を
 
 

同
峰
に
併
用
し
て
、
分
割
許
腫
に
封
す
る
弼
断
論
を
壷
持
し
て
ゐ
る
。
こ
の
文
言
 

跡
財
産
的
利
益
に
役
立
つ
桝
が
あ
り
、
こ
の
事
密
閉
係
あ
る
が
た
め
、
吾
人
の
財
産
は
斯
か
る
関
係
な
き
勢
合
よ
り
も
高
く
評
偶
し
 
 

縛
ら
る
べ
き
状
態
に
あ
る
を
云
ふ
。
訂
し
て
、
こ
の
意
味
に
於
て
は
、
自
己
の
物
に
す
る
て
ふ
女
言
は
謂
ゆ
る
利
得
し
七
ゐ
る
 
 

ハ
l
。
n
u
貰
す
u
ヨ
・
e
針
e
）
て
ふ
意
味
に
解
す
る
こ
と
を
僧
て
、
ス
タ
イ
ン
レ
ヒ
ナ
ー
の
見
る
が
如
く
不
常
利
得
訴
構
の
根
城
が
輿
へ
 
 

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
然
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
彼
の
論
評
せ
ん
と
す
る
分
割
訴
権
と
は
何
等
の
轟
連
な
き
も
の
で
あ
る
。
 
 

他
方
忙
於
て
、
こ
の
間
「
の
茎
一
己
は
偽
他
の
意
味
忙
も
解
し
得
る
。
他
人
の
利
益
に
資
す
べ
き
物
に
封
し
干
渉
し
得
る
の
関
係
が
 
 

あ
り
’
但
し
こ
の
紬
係
は
計
時
に
普
人
の
財
産
的
利
挙
貯
増
す
も
の
忙
か
ら
す
し
て
、
従
っ
て
吾
人
の
財
務
を
評
僻
す
る
に
常
っ
て
 
 

は
無
明
條
な
る
鞍
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
こ
の
意
味
に
於
て
は
ス
タ
木
シ
レ
ヒ
デ
ー
が
解
す
る
が
如
く
、
北
ハ
有
老
は
他
の
仲
間
の
財
 
 

産
慣
値
を
自
己
の
も
の
に
し
て
ゐ
る
と
言
ふ
こ
と
が
出
凍
る
。
何
と
な
れ
ば
、
共
有
者
は
、
共
同
豊
囲
備
に
依
．
り
他
の
仲
間
を
束
蕗
 
 

七
て
†
披
が
軍
猫
で
そ
の
財
産
偵
値
を
蜜
現
せ
ん
こ
と
を
欲
す
る
も
之
を
妨
げ
る
か
ら
で
あ
る
っ
即
ち
、
彼
の
論
詮
せ
ん
と
す
る
分
 
 

割
訴
傭
の
根
嫁
が
輿
へ
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
然
し
、
こ
の
場
合
に
は
各
仲
間
は
そ
の
各
自
の
財
産
の
評
偶
に
際
し
て
、
他
人
の
財
 
 

産
憤
値
の
部
分
ま
で
も
計
算
に
容
る
ゝ
こ
と
を
得
な
い
。
果
し
て
絡
ら
ば
、
利
得
し
て
ぁ
る
と
か
、
 

共
同
海
租
税
墟
法
論
 
 

（
二
三
三
）
 
三
劇
 
 
 

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



劣
十
姦
 
策
三
鰐
 
 

三
≡
四
）
室
二
 
 

（
】
○
皇
2
箸
u
ヨ
e
S
S
2
0
d
川
r
蚕
）
と
い
ふ
串
聾
は
雅
邦
し
な
い
。
即
ち
、
・
分
割
訴
樵
は
不
常
利
得
訴
腫
（
c
O
コ
d
亘
O
S
i
コ
e
ハ
㌻
a
）
 
 

・
の
根
底
を
映
如
し
て
ゐ
る
。
 
 

）
 
 

l
∵
ス
タ
イ
ン
レ
ヒ
ナ
ー
の
費
用
償
還
訴
撼
の
法
珊
親
に
封
す
る
反
駁
 
（
 
 

ス
タ
イ
ン
レ
ヒ
ナ
ー
は
、
費
用
償
追
訴
僻
及
び
そ
の
他
の
詐
樵
霊
ハ
有
物
分
別
訴
槽
よ
り
演
繹
し
て
、
且
つ
之
を
不
常
利
得
祀
し
 
 

て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
次
の
如
き
輪
嬢
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
費
用
慣
環
詐
樵
の
生
す
る
所
以
は
、
北
ハ
同
め
 
 

原
則
よ
り
憩
恕
の
こ
と
ゝ
な
し
、
而
も
こ
の
原
則
・
に
碓
つ
て
之
に
附
推
す
≠
べ
き
状
態
と
事
資
上
の
状
態
と
を
対
比
し
て
、
右
の
緒
論
 
 

を
得
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
し
、
斯
く
の
如
き
説
明
を
以
て
す
れ
ば
、
〓
仮
に
請
求
横
に
し
て
途
に
不
営
利
得
の
串
質
に
辟
し
得
ら
 
 

れ
ざ
る
も
の
な
し
。
果
し
て
然
ら
ば
、
先
に
共
同
梅
損
不
常
利
得
詮
の
検
討
に
際
し
て
論
難
し
跨
る
不
営
利
得
朋
は
、
恰
も
ス
タ
イ
 
 

（
註
）
 
 

ン
レ
ヒ
ナ
一
に
依
っ
て
骨
盤
せ
ら
れ
た
る
が
如
き
も
の
之
な
る
亡
 
 
 

彼
の
併
給
に
射
し
て
斯
く
の
如
き
観
察
を
な
す
は
、
彼
が
更
に
次
の
如
き
所
見
を
抱
懐
せ
る
斯
か
ら
見
て
も
恋
毘
豊
富
ら
る
 
 

ぺ
き
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
に
依
れ
ば
、
共
有
物
分
割
詐
煙
が
北
ハ
宥
宥
相
互
闇
の
関
係
に
於
て
は
、
箪
弼
朋
有
の
場
合
に
於
て
所
 
 

有
者
と
姉
三
者
と
の
側
に
生
ず
べ
き
各
校
の
訴
槽
を
代
表
し
、
之
に
準
ぜ
ら
れ
た
る
も
の
な
り
と
見
て
ゐ
る
（
S
t
e
ぎ
e
c
h
コ
e
r
二
∴
ぷ
 
 

S
」
望
・
）
や
然
L
、
斯
く
の
如
き
準
用
は
、
誓
の
問
に
於
け
る
内
容
の
同
左
荒
管
す
る
。
従
っ
て
、
菜
者
m
に
生
ザ
 
 

る
分
割
詐
棟
が
妨
三
潜
と
の
間
に
生
す
べ
き
小
首
利
得
訴
樺
に
準
ぜ
ら
る
～
た
め
に
は
、
開
訴
槽
が
そ
の
構
造
を
等
し
う
す
る
こ
と
 
 

を
要
す
る
の
で
あ
る
が
、
彼
は
先
に
論
難
し
た
る
不
常
利
得
観
と
同
様
の
見
方
を
以
て
、
之
藍
是
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
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五
 
 

イ
エ
ー
リ
ン
グ
は
、
L
a
h
－
g
n
h
e
こ
曹
d
i
e
七
じ
揖
ヨ
昔
k
d
川
S
h
e
蚤
笥
コ
ー
α
ヨ
i
～
C
h
賃
u
⊃
d
d
e
乞
s
c
h
e
コ
P
r
ざ
a
宥
c
h
t
s
－
X
．
B
a
コ
乱
．
N
．
 
 

雇
声
に
於
て
、
ロ
訂
R
e
ニ
e
x
w
算
u
声
O
d
欄
r
d
i
e
R
菅
言
r
k
u
コ
讐
e
C
h
t
－
客
e
r
≠
昔
a
与
e
コ
l
a
u
f
d
蔓
e
P
e
r
s
。
コ
e
コ
 
と
い
ふ
論
文
を
 
 

載
せ
て
ゐ
る
。
而
し
て
、
彼
は
こ
の
論
文
に
於
て
、
不
可
分
的
利
益
共
同
憾
（
与
r
e
コ
コ
旨
e
≡
e
r
e
溜
コ
笥
ヨ
e
ぎ
s
c
h
a
f
t
）
に
於
竹
る
 
 

費
用
償
還
訴
権
を
特
殊
の
法
律
制
度
と
し
て
理
解
せ
ん
上
し
て
ぁ
る
。
彼
に
依
れ
ぼ
、
r
一
あ
行
焉
は
特
定
人
に
封
し
て
そ
の
日
的
々
 
 

教
兼
（
b
e
s
t
i
ヨ
ヨ
u
コ
笥
ヨ
訝
i
g
e
W
i
r
ぎ
コ
巴
を
滑
ら
す
こ
と
の
外
に
、
殆
ん
ど
常
に
琴
二
者
に
封
し
て
反
作
用
（
R
e
f
一
e
x
w
㌢
k
u
コ
瓜
】
 
 

。
d
e
r
R
薯
k
w
i
r
k
雪
巴
 
を
伴
ふ
も
の
で
あ
少
、
こ
の
反
作
用
に
は
原
則
と
し
て
法
的
教
典
の
附
興
せ
ら
れ
ざ
る
も
の
な
る
が
、
そ
 
 

れ
が
利
益
共
同
餞
に
於
て
は
例
外
的
に
考
慮
せ
ら
れ
る
b
反
作
用
の
能
働
者
と
受
働
者
と
の
関
係
に
封
し
、
洪
的
教
典
が
例
外
的
に
 
 

倫
、
費
用
償
還
請
求
櫨
が
不
常
利
得
訴
樵
と
相
容
れ
ざ
る
こ
と
腰
二
糾
者
は
資
用
支
出
の
結
兼
が
有
効
な
り
し
こ
と
を
前
校
と
せ
 
 

ぎ
る
に
不
拘
」
後
者
は
之
を
要
求
す
る
斯
か
ら
も
詮
せ
ら
れ
る
一
。
 
 
 

（
諌
）
 
石
沖
教
授
は
そ
・
の
近
滞
共
同
海
損
研
究
竺
容
共
周
海
損
本
質
論
へ
三
四
七
馬
脚
垂
克
）
忙
於
て
、
と
の
鮎
に
掬
す
る
拙
稿
を
論
難
せ
 
 
 

過
れ
て
ゐ
る
届
か
ら
見
れ
ば
、
恰
も
ス
タ
イ
ン
レ
ヒ
ナ
ー
．
の
不
雷
利
得
我
意
円
志
せ
ら
れ
た
る
が
如
き
措
具
に
は
な
る
が
、
必
ず
し
も
然
る
を
 
 
 

断
じ
待
な
い
。
蓋
し
、
教
授
は
宣
タ
イ
ン
レ
ヒ
ナ
」
の
所
説
を
理
解
せ
ら
れ
て
、
こ
の
鮎
忙
掬
す
る
へ
ソ
ク
の
不
営
利
得
排
撃
読
を
反
放
せ
ら
 
 

れ
た
も
の
で
な
い
か
ら
、
両
者
の
寧
鮎
K
甑
靡
が
あ
る
。
唯
、
不
嘗
利
得
に
謂
ふ
と
と
ろ
の
利
得
概
念
の
認
識
、
忙
差
異
あ
る
の
み
で
あ
る
。
 
 

共
同
海
損
根
墟
結
論
 
 

（
二
三
五
）
 
三
三
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第
十
仙
春
 
希
」
ニ
耽
 
 

へ
こ
ニ
〓
ハ
）
 
三
田
 
 

掛
軸
せ
ら
れ
る
。
そ
の
立
法
の
根
城
は
駐
韓
的
な
る
む
の
‥
で
か
つ
て
、
北
ハ
同
観
念
（
G
e
ヨ
e
ぎ
星
雲
）
を
促
進
せ
し
め
ん
と
す
る
に
あ
 
 

る
。
著
し
費
用
償
還
諏
確
む
認
め
ざ
訂
に
於
て
は
、
何
人
も
並
ハ
何
の
事
務
に
封
し
七
費
用
を
投
す
る
も
の
か
か
る
べ
く
Y
各
人
は
相
 
 

忠
に
他
人
の
行
焉
を
期
待
す
る
の
み
で
あ
ら
う
。
 
 
 

右
の
如
き
イ
ェ
ト
・
け
ン
グ
の
観
察
は
、
天
頂
に
於
て
浄
廉
′
に
中
れ
る
も
の
と
許
し
た
い
。
さ
れ
ば
、
以
下
本
碍
に
於
て
鱒
、
彼
の
 
 

塊
供
し
た
る
根
底
の
上
に
立
つ
て
、
更
に
そ
の
完
成
に
努
力
せ
ん
と
す
る
に
過
ぎ
な
い
・
の
で
あ
る
。
尤
も
、
個
々
の
鋸
に
於
て
は
必
 
 

す
し
も
イ
品
」
リ
ツ
グ
の
朗
訟
陀
従
ひ
待
ざ
る
も
の
あ
り
、
始
に
次
の
三
鮎
に
於
て
然
り
と
す
る
。
 
 

）
 
 

－
共
同
照
閲
係
匹
於
け
る
費
欄
償
還
訴
練
を
以
て
、
．
謂
ゆ
る
反
作
用
の
蕗
兼
と
見
る
は
穏
常
で
な
い
。
 
′
l
＼
 
 

コ
利
益
共
同
鰻
（
冨
r
e
s
s
e
コ
習
e
貢
h
豊
な
る
周
語
よ
少
も
、
利
益
結
令
慣
二
コ
百
e
s
s
e
コ
く
蔓
コ
d
u
占
）
な
る
用
語
を
以
て
適
 
 

′
＼
 
 
 

切
な
る
も
の
と
す
る
。
 
 

）
 
 

三
 
費
園
償
還
訴
樵
（
＜
e
r
w
e
訂
u
⊃
貫
l
a
笥
）
は
、
常
忙
必
ず
し
も
不
可
分
的
利
益
結
合
甲
（
u
⊃
1
－
e
孟
a
r
e
－
コ
t
e
－
e
S
S
2
⊃
V
e
r
b
夏
じ
琶
 
（
 
 
 

の
凡
ゆ
る
歩
合
に
認
め
ら
る
ゝ
も
の
セ
は
な
く
、
叉
反
封
正
後
者
の
汝
的
作
用
（
r
e
（
h
t
ニ
c
h
e
↓
「
a
笥
e
亘
は
必
す
し
も
後
者
を
 
 
 

以
て
完
全
に
包
擁
し
得
る
も
の
で
洩
な
い
。
而
し
て
、
利
益
結
合
鰐
は
、
必
ず
し
も
二
股
的
に
法
的
妙
魔
の
僻
は
れ
る
尊
賓
 
 
 

（
e
ぎ
。
＝
笥
ヨ
。
抑
。
ヨ
；
R
e
。
h
t
s
w
算
u
息
e
コ
旨
s
e
h
e
コ
e
ニ
a
芽
s
t
a
コ
d
）
 
で
は
な
く
、
単
に
そ
の
個
々
の
場
合
に
射
し
て
恥
に
法
的
 
 
 

数
英
の
許
容
せ
ら
れ
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
同
様
に
強
制
共
同
鰭
と
碓
も
二
几
的
に
認
め
ら
れ
夜
る
法
律
制
度
 
（
甘
 
 
 

e
i
。
h
e
i
t
＝
。
h
e
s
R
e
。
h
t
s
i
コ
S
t
吾
e
）
で
は
な
く
、
車
に
個
別
的
に
取
扱
は
れ
て
か
る
に
過
ぎ
な
い
。
果
し
て
然
ら
ば
、
利
谷
結
合
鰭
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と
い
ひ
或
は
弧
制
共
同
腰
上
い
ふ
も
、
両
者
何
れ
も
個
々
畢
偶
に
．
成
立
し
た
る
十
群
の
笥
蜜
．
（
。
i
。
e
漕
ぎ
。
S
e
－
溝
s
彗
d
…
。
虻
 

笥
S
t
a
一
t
e
す
↓
a
t
b
牒
皆
鳶
）
乃
至
は
叫
潜
の
法
律
制
度
の
有
サ
る
共
通
の
要
琴
芯
e
ヨ
。
ぎ
s
。
ヨ
e
S
ヨ
つ
月
旦
〕
で
盾
や
、
そ
の
特
 
 
 

質
（
T
y
p
u
s
）
を
表
現
し
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

因
に
、
ヘ
ツ
ク
の
斯
く
の
如
き
考
想
は
、
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
ロ
ー
ド
投
荷
法
論
に
於
け
る
思
想
傾
向
に
軋
二
致
し
 
 
 

（
G
。
－
d
s
c
h
致
d
t
－
N
e
i
t
s
c
茸
f
t
√
は
y
∽
・
暴
挙
、
彼
の
結
露
を
誘
落
す
べ
き
基
本
観
念
を
な
し
て
ゐ
る
。
 
 
 

羞
の
三
筒
の
難
鮎
の
中
、
此
虚
で
は
特
に
第
一
の
難
鮎
に
就
て
の
み
論
評
す
べ
く
、
第
二
及
び
第
三
の
難
鮎
に
就
て
は
以
．
下
の
論
 
 

述
に
於
て
漸
次
明
瞭
と
な
る
べ
し
。
 
 
 

費
用
償
還
訴
樺
を
謂
ゆ
る
反
作
用
と
見
る
こ
と
に
封
し
て
は
、
，
二
歯
の
理
由
よ
り
之
を
排
斥
す
べ
し
。
第
一
は
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
 
 

ッ
ト
が
旭
調
す
る
如
く
、
反
作
用
な
る
概
念
の
多
義
な
る
こ
と
に
あ
る
。
第
二
は
雨
着
の
紺
係
は
決
し
て
直
接
的
の
も
の
で
は
な
く
、
 
 
 

香
寧
ろ
共
同
濃
紺
係
に
於
け
る
反
作
用
と
費
用
償
還
請
求
槍
の
億
件
と
は
相
容
れ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
兜
づ
第
一
の
理
由
よ
り
之
を
 
 

論
評
す
る
。
 
 

）
 
 

】
 
反
作
用
な
る
語
は
多
く
の
意
義
を
看
す
る
脛
隙
な
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

（
 
 
 

イ
エ
ー
リ
ン
グ
は
、
反
作
用
に
つ
き
次
の
如
く
述
べ
て
ゐ
る
（
」
h
2
－
ぎ
仏
P
a
．
〇
・
S
・
N
参
）
。
 
 
 

反
作
用
ト
ハ
、
法
律
二
基
キ
叉
六
行
為
者
岩
ク
ハ
権
利
者
の
意
思
二
基
キ
、
ソ
ノ
目
的
ト
ス
ル
固
有
ノ
致
果
以
外
－
一
、
ソ
′
範
 
 
 

囲
ヲ
越
エ
テ
窮
三
者
二
硯
ハ
レ
ル
朗
ノ
法
律
的
乃
至
ハ
経
済
的
寄
賛
デ
ア
ル
。
 
 

共
同
海
損
根
城
法
論
 
 

（
j
〓
ニ
七
）
一
二
義
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D
…
e
R
宍
k
w
券
u
コ
苧
鳶
－
n
h
e
e
ぎ
e
r
e
c
h
t
芳
h
e
O
計
r
芳
0
コ
○
ヨ
訂
n
h
e
T
a
【
岩
C
h
e
欝
e
二
h
r
e
e
官
コ
t
芳
h
e
W
 
d
u
r
c
h
 
d
琵
G
e
s
e
叶
N
，
 
 
 

O
d
e
r
 
d
i
e
コ
b
s
i
c
h
t
d
e
s
士
a
コ
d
e
ぎ
計
コ
○
計
r
B
e
r
e
c
h
t
質
e
コ
笥
S
e
富
e
 
W
州
r
k
u
コ
∽
S
S
P
h
響
e
 
h
仙
⊃
a
亡
S
出
b
e
r
 
d
r
i
t
〔
e
 
P
e
r
s
O
コ
e
コ
賢
s
s
e
r
【
 
 
 

b
e
N
e
方
h
コ
e
首
h
 
a
訂
R
e
f
l
e
x
w
抑
r
k
u
⊃
g
・
 
 
 

叉
、
同
様
に
次
の
様
に
も
言
っ
て
ゐ
る
（
L
e
h
r
i
コ
甲
a
・
a
・
〇
・
S
・
N
声
）
。
 
 
 

反
作
用
ヲ
定
義
ス
レ
バ
、
ソ
ハ
他
人
ノ
行
焉
、
状
態
、
叉
ハ
橙
利
二
因
り
第
三
者
二
封
シ
テ
生
ズ
ル
、
但
シ
ソ
レ
等
ノ
目
的
ト
 
 
 

セ
ザ
ウ
シ
而
モ
避
ク
ル
ヲ
得
ザ
ル
結
果
デ
ブ
ル
。
 
 

i
c
ユ
w
e
r
計
d
訂
R
e
f
山
e
x
w
i
r
ぎ
コ
仏
a
一
s
 
u
コ
a
b
s
首
h
t
l
i
n
h
e
u
コ
n
u
⊃
a
b
w
e
コ
d
l
－
．
C
h
e
F
O
茸
e
f
r
e
ヨ
d
e
r
〓
当
d
l
u
コ
9
N
u
s
芯
コ
計
リ
R
e
n
h
t
e
 
 

f
声
r
d
r
i
t
t
e
P
e
r
s
O
コ
e
コ
d
e
f
ぎ
訂
r
e
コ
．
 
 

而
し
て
、
彼
は
反
作
用
の
概
念
を
形
式
的
に
規
定
す
れ
ぼ
次
の
如
き
も
の
な
り
と
言
っ
て
ゐ
る
。
（
L
e
h
㌢
g
㌻
〆
〇
・
S
・
N
0
0
ご
 
 
 

反
作
用
卜
人
、
或
ル
ー
人
ノ
者
二
生
ジ
ク
ル
寄
賓
ガ
特
殊
ノ
関
係
二
基
キ
、
且
ツ
之
三
囚
リ
チ
ノ
ミ
訝
サ
レ
ク
ル
、
第
三
者
二
 
 
 

封
シ
テ
経
済
的
一
こ
旬
利
ナ
ル
カ
又
ハ
不
利
益
ナ
ル
結
果
デ
ア
ル
。
 
 
 

ロ
蜘
e
R
e
f
－
e
⊇
茅
u
コ
g
 
i
s
t
e
鵬
⊃
e
d
u
－
n
h
 
b
e
s
O
コ
d
e
「
2
く
だ
r
h
巴
t
コ
許
e
b
e
d
仙
n
聖
e
亡
コ
d
 
a
u
s
s
n
h
l
訂
s
＝
c
h
 
d
u
－
C
h
 
s
i
e
 
h
e
r
b
2
i
笥
f
已
弓
打
 
 
 

算
○
コ
○
ヨ
i
s
c
h
、
く
O
r
t
e
ニ
h
a
f
t
e
O
計
r
コ
a
C
h
t
2
ニ
茸
2
F
O
－
g
e
e
i
コ
e
r
ぎ
計
r
P
e
r
s
O
コ
d
e
s
 
E
ぎ
e
コ
e
－
コ
笥
t
r
e
t
e
⊃
e
コ
T
a
t
s
a
c
h
e
f
彗
e
i
n
2
 
 
 

血
r
迂
e
 
P
e
r
s
O
コ
．
 
 
 

イ
エ
ー
ジ
ン
グ
の
最
初
の
定
義
か
ら
し
て
、
尿
作
用
に
封
立
す
る
牒
の
と
し
て
±
種
の
作
・
用
が
許
せ
ら
れ
る
。
港
律
に
基
き
生
す
 
 

る
作
用
、
並
に
行
為
者
若
く
は
権
利
者
の
意
思
よ
り
生
す
る
作
用
こ
れ
で
あ
る
。
蚤
彼
の
定
義
か
ら
し
て
も
、
亦
戊
作
用
に
封
立
す
 
 
 

発
十
一
・
令
 
 
弟
三
渋
 
 

（
二
三
へ
）
 
ニ
〓
ハ
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る
も
の
は
特
殊
の
関
係
に
基
か
ざ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
従
つ
て
法
律
の
欲
す
る
例
の
作
用
と
行
為
者
の
目
的
と
す
る
掛
の
作
用
の
二
 
 

っ
が
こ
れ
で
あ
る
。
果
し
て
然
ら
ば
、
そ
の
作
用
は
唯
二
紺
こ
で
は
な
い
。
吾
人
が
樵
利
主
牒
の
立
場
、
即
ち
大
抵
の
場
合
に
依
っ
 
 

て
冨
へ
ば
行
馬
者
と
し
て
考
へ
る
朗
の
立
場
か
ら
す
る
場
合
と
、
或
は
叉
立
法
者
の
立
場
か
ら
判
断
す
る
場
合
と
に
億
り
、
そ
の
作
 
 

用
の
意
味
は
相
違
す
る
。
 
 
 

行
為
者
の
立
場
か
ら
す
る
反
作
用
厄
、
行
焉
の
動
椒
を
な
さ
ゞ
り
し
教
典
で
あ
つ
て
、
ヘ
ツ
ク
は
之
を
行
焉
の
反
作
用
（
R
e
ニ
e
苧
 
 

w
i
r
k
u
コ
揖
d
e
ニ
a
t
）
と
粥
し
て
ゐ
る
（
H
e
c
㌣
s
．
試
N
）
。
 
 
 

法
律
に
依
っ
て
規
定
せ
ら
れ
た
る
致
兼
の
範
囲
（
W
算
u
コ
n
S
S
P
h
芳
）
に
つ
き
、
そ
の
概
念
は
比
較
的
明
瞭
で
な
い
。
然
し
、
そ
 
 

の
法
律
と
は
常
に
個
々
の
法
的
規
範
（
R
e
c
h
什
s
コ
O
r
ヨ
）
の
意
味
に
解
す
べ
し
。
然
ら
ざ
れ
ぼ
、
数
多
の
規
範
は
督
然
数
多
の
教
典
を
 

蟄
生
せ
し
む
る
か
ら
、
概
念
の
把
捉
が
殆
ん
ど
不
可
能
と
な
る
。
而
し
て
、
そ
の
唯
Ⅶ
の
規
範
か
ら
畿
坐
す
る
も
の
に
於
て
も
、
そ
 
 

の
中
の
或
る
も
の
に
は
法
的
教
典
（
R
e
c
h
t
s
f
O
官
）
 
が
附
興
せ
ら
れ
、
他
の
も
の
に
は
附
典
せ
ら
れ
な
い
。
こ
の
場
合
に
於
て
、
後
 
 

者
即
ち
法
的
教
典
の
件
は
ぎ
る
も
の
（
w
】
r
ぎ
コ
宣
O
S
川
↓
a
t
b
e
s
t
a
コ
計
ヨ
。
ヨ
e
コ
t
e
）
は
、
之
を
そ
の
規
範
の
反
作
用
と
考
へ
得
べ
し
。
 
 

然
し
、
イ
ェ
ト
リ
ン
グ
は
、
反
作
用
誉
警
斯
く
の
如
き
意
味
に
於
て
望
て
ゐ
な
い
。
警
、
或
る
警
の
琵
瀾
欝
経
済
 
 

的
な
る
要
素
又
は
他
の
法
的
規
範
と
結
合
し
て
生
す
る
、
但
し
そ
の
特
定
の
規
範
の
保
護
せ
ん
と
し
た
る
者
の
利
益
の
た
め
に
で
は
 
 

な
く
、
他
人
の
利
姦
と
な
つ
て
作
用
す
る
も
の
を
反
作
用
と
見
て
ゐ
る
。
ヘ
ツ
ク
は
先
の
行
為
の
反
作
用
に
封
し
て
、
此
の
繍
の
も
 
 

の
を
規
範
の
反
作
用
（
R
e
f
一
e
x
w
i
r
k
u
コ
皿
計
r
Z
O
∃
）
と
言
つ
て
る
る
。
 
 

共
同
海
損
根
糠
法
論
 
 

（
二
三
九
）
 
言
七
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第
十
忘
智
＝
懲
て
≡
艦
 
 

（
こ
四
〇
）
 
l
ニ
八
 
 
 

此
の
二
郎
の
反
作
用
は
、
恰
も
廠
の
関
南
の
如
く
」
一
の
行
馬
の
教
典
と
し
て
必
ず
し
も
同
時
に
現
は
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
イ
 
 

亭
－
J
リ
ン
グ
の
掲
げ
た
渇
例
に
依
れ
ば
予
次
の
坂
合
に
於
て
は
行
雷
の
反
作
用
の
み
が
あ
る
。
 
 

甲
階
段
の
照
明
施
設
 
 

ア
バ
」
ト
式
高
僚
建
物
麿
に
居
任
す
る
二
家
族
が
自
己
の
た
め
に
乏
を
施
設
し
、
且
つ
自
己
の
費
用
を
以
て
之
を
維
持
す
み
な
ら
 
 
 

ば
、
を
の
利
益
は
問
γ
建
物
内
の
他
の
居
住
者
に
も
及
ぶ
。
然
し
、
．
こ
の
反
作
用
は
単
な
る
等
質
と
し
て
の
性
質
（
f
邑
i
s
c
h
e
r
 
 

■
茸
〕
し
か
有
せ
ざ
る
も
の
宜
し
て
、
法
律
的
性
質
（
r
e
n
h
芳
官
r
ふ
r
t
）
の
も
の
に
あ
ら
ず
（
L
e
h
r
息
）
a
．
a
・
〇
．
S
・
N
芦
）
。
 
 

㈲
堤
防
ゐ
築
造
 
 

一
の
地
主
が
常
永
の
氾
濫
の
危
険
を
防
止
し
て
自
己
の
田
地
を
保
謹
せ
ん
た
め
、
痍
防
を
築
造
し
た
る
場
合
に
は
、
そ
の
効
果
は
 
 
 

隣
地
の
所
欄
者
に
も
及
ぶ
。
癒
し
、
こ
の
反
作
用
も
亦
同
様
に
単
な
る
革
質
と
し
て
の
性
質
し
か
看
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
 

a
，
〇
．
S
．
N
u
O
し
 
 

他
人
の
物
を
占
有
す
る
場
合
、
之
が
虚
構
の
桝
有
者
に
依
り
て
奪
回
せ
ら
れ
、
取
得
時
救
が
中
断
せ
ら
る
ゝ
な
ら
ば
、
そ
の
効
果
 
 

は
炭
質
の
所
有
者
に
ま
で
及
ぶ
。
同
L
て
、
こ
の
反
作
用
は
法
律
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
（
a
・
a
．
〇
．
S
．
N
箪
空
ヨ
．
声
）
 
 

地
顔
腰
不
府
佼
の
中
断
▲
 
（
丁
∵
・
冊
Q
u
e
∃
e
d
■
S
e
r
く
い
Ⅷ
ヨ
・
0
0
ふ
し
 

嬰
役
地
の
共
有
者
、
そ
の
善
意
の
占
有
者
、
又
は
そ
の
用
益
穐
窟
が
役
樵
の
不
行
使
を
中
断
し
た
る
場
合
に
は
「
そ
の
利
益
は
要
 
 
 

取
得
時
致
の
中
断
 
（
「
u
D
・
計
u
s
u
r
℃
・
会
↓
u
●
）
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猿
地
の
所
有
膚
に
も
及
ぶ
。
而
し
て
、
こ
の
反
作
用
も
亦
法
律
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
（
a
・
。
・
〇
∵
S
・
N
思
・
彗
∃
・
ニ
・
）
 
 

伺
笠
井
、
乳
は
採
光
若
く
は
眺
望
の
妨
軍
｛
「
N
岩
・
d
e
d
当
つ
・
」
コ
：
：
・
）
 
 
 

土
地
の
朗
初
審
が
地
下
捉
く
磐
井
し
て
地
水
を
掠
り
隣
地
の
井
水
を
洞
濁
せ
し
む
る
も
、
或
は
建
物
を
筆
法
し
て
隣
家
の
採
光
又
 
 
 

は
眺
望
を
害
す
る
も
、
こ
れ
単
な
る
軍
資
と
し
て
わ
性
質
し
か
有
せ
ぎ
も
反
作
用
に
し
 

を
生
ぜ
ず
（
㌢
a
・
〇
・
S
・
ゝ
N
設
・
碧
ヨ
」
0
0
し
。
 
 
 

そ
の
他
、
イ
エ
ー
ジ
ン
グ
の
論
文
二
百
六
十
六
貫
謹
十
九
、
及
び
二
百
七
十
〓
男
註
二
十
－
に
掲
げ
た
る
例
も
同
株
に
行
為
の
反
 
 

作
用
の
み
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
欣
の
場
合
に
於
て
は
規
範
の
反
作
用
の
み
が
あ
る
。
 
 

㈲
 
朝
生
、
死
亡
∵
婚
姻
、
並
に
鼎
護
 
 
 

子
の
出
座
及
び
死
亡
は
そ
の
子
及
び
桐
親
の
租
族
法
上
の
関
係
を
翳
ら
す
の
み
な
ら
す
、
そ
の
近
親
者
の
そ
れ
に
影
響
す
る
。
婚
 
 
 

禰
は
夫
婦
の
法
律
紺
係
を
生
ぜ
し
め
る
以
上
に
」
隷
属
法
′
に
従
へ
ば
、
夢
の
嫉
資
上
の
儲
樵
（
ロ
。
t
。
－
。
。
S
P
r
u
。
h
）
に
は
大
の
財
産
 
 
 

に
封
す
る
優
究
質
権
（
P
蔓
厨
己
ヨ
）
が
認
め
ら
る
ゝ
た
め
、
礎
釆
大
の
財
産
佗
射
王
て
債
擢
を
有
し
た
る
者
♪
殊
忙
そ
の
質
権
 
 

老
の
利
益
に
も
影
響
す
る
（
船
田
博
士
著
麺
馬
準
一
四
四
募
金
照
）
。
而
し
て
、
相
繊
の
承
認
又
嬢
拒
絶
は
、
漸
く
の
如
き
第
二
次
的
 
 
 

加
重
は
間
接
的
利
益
に
閲
僻
す
る
釈
放
も
大
な
る
も
の
で
ぁ
る
。
即
ち
、
造
言
に
伐
つ
空
相
糖
人
が
指
定
せ
ち
れ
た
竃
傷
合
」
指
 
 
 

定
朝
借
入
が
細
粒
を
承
認
す
る
か
拗
粟
す
る
か
は
、
彼
に
直
接
の
利
啓
開
係
を
訝
ら
す
は
勿
論
、
そ
の
外
に
受
遺
著
に
も
、
補
充
 
 
 

相
繚
人
に
も
＼
及
び
法
定
相
鎮
人
に
も
、
史
躍
指
軍
祁
擬
人
及
び
被
相
紐
人
の
倍
椎
者
に
も
、
間
接
の
利
啓
開
係
を
及
ぼ
す
や
言
 
 

共
同
海
現
根
城
法
論
 
 

（
こ
四
こ
一
三
九
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ふ
を
侠
た
な
い
 

㈲
未
成
年
者
の
地
紋
擢
の
不
行
使
陀
関
す
る
特
構
 
 
 

成
る
未
成
年
者
と
予
と
は
共
同
し
て
土
地
を
所
有
す
。
そ
の
土
地
に
は
地
役
播
が
附
属
し
て
ゐ
る
が
、
之
を
樵
利
不
行
使
 
（
コ
○
コ
 
 

ま
u
S
）
の
港
定
開
聞
む
通
じ
て
行
使
せ
ざ
り
し
も
の
と
せ
よ
。
然
ち
ぼ
、
そ
の
地
役
樵
は
渦
潮
せ
る
や
如
何
。
轟
馬
法
把
依
れ
 
 
 

ぼ
、
未
成
年
者
の
敢
に
消
滅
せ
ず
（
「
∴
岩
p
r
・
Q
已
e
ヨ
。
d
ヨ
・
S
e
ヨ
・
a
ヨ
・
伊
e
。
即
ち
、
未
成
年
者
の
特
樵
は
、
そ
の
法
律
的
性
質
 
 
 

歓
窮
す
る
反
作
用
に
依
り
、
成
年
者
た
る
予
に
も
そ
の
利
益
を
均
宿
せ
し
む
（
a
．
a
．
〇
・
S
●
N
芦
）
。
 
 

州
 
税
望
地
役
樵
 
（
ぎ
s
s
各
叶
s
笥
1
e
C
h
t
質
e
i
t
）
 
 
 

予
は
丙
の
所
有
地
に
観
望
地
役
椛
を
萌
す
。
而
し
て
、
予
が
こ
の
鞄
綬
樵
を
有
数
に
保
持
す
る
限
り
、
予
と
同
山
の
地
鮎
に
土
地
 
 
 

を
所
有
す
る
乙
は
、
予
と
同
仙
の
利
益
を
享
受
す
る
。
尤
も
、
乙
の
利
ハ
企
は
叩
単
な
る
革
質
と
し
て
の
件
質
し
か
有
せ
ざ
る
反
作
用
 
 
 

に
基
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
丙
に
封
⊥
て
何
等
の
雛
利
な
き
や
富
ふ
を
倹
た
な
い
（
タ
a
．
〇
．
S
．
N
芦
）
。
 
 

㈹
∫
引
水
地
役
樵
 
（
「
N
P
告
r
ぎ
訂
ふ
y
N
－
・
）
 
 

乙
は
甲
の
土
地
に
封
し
↓
北
ハ
所
匿
水
道
む
設
定
せ
し
む
べ
き
地
役
権
宜
看
す
べ
而
し
て
、
そ
の
水
道
の
有
蓋
或
は
空
血
に
裁
て
Ⅶ
 
 
 

何
等
協
定
な
く
、
従
っ
て
甲
に
於
て
任
意
で
あ
つ
た
と
す
る
。
甲
は
普
和
之
を
無
蓋
に
て
設
定
し
た
る
た
め
、
乙
は
此
所
に
家
禽
 
 
 

を
膵
泳
せ
し
む
る
の
利
益
を
栂
た
少
と
せ
よ
。
」
こ
の
利
益
は
反
作
用
で
あ
る
。
唯
、
間
超
は
常
勤
無
蕾
に
て
設
定
せ
ら
れ
た
る
水
 
 
 

道
を
、
後
鱒
至
つ
て
有
蓋
と
な
し
簡
渇
や
に
あ
る
。
ラ
ベ
オ
ヘ
「
a
b
e
。
）
は
之
を
否
認
し
た
る
も
、
パ
ウ
ル
ス
（
2
a
u
－
u
s
）
は
之
息
円
 
 
 

弟
十
三
甘
＼
強
〓
ニ
躾
 
 

（
二
四
二
）
 
囲
○
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克
⊥
て
ぁ
る
∵
惟
ふ
忙
、
前
説
は
瀞
鹿
北
事
苦
と
し
て
の
性
質
し
か
有
せ
ざ
昂
反
作
用
を
柿
利
と
し
て
・
混
同
し
女
る
謬
見
に
し
 
 
 

て
、
従
っ
て
後
詮
以
て
疋
し
虐
も
め
と
す
（
a
・
a
・
〇
・
S
・
N
い
N
・
）
。
 
 

伺
 
保
狩
人
に
射
す
る
不
評
求
の
合
憲
 
（
p
a
。
己
ヨ
d
e
コ
つ
コ
P
e
t
e
コ
d
O
）
（
「
N
ご
デ
血
J
u
ロ
詠
p
a
。
t
訂
N
こ
や
）
 

一
戯
に
第
三
者
の
利
益
の
た
め
に
す
る
契
約
七
於
て
1
そ
の
琴
二
者
の
受
く
る
利
益
は
、
畢
な
る
琴
撃
と
し
て
の
反
作
男
疫
過
ぎ
 
 
 

な
い
（
a
・
寧
〇
・
S
・
N
W
N
＝
）
。
従
っ
て
、
債
椎
者
と
債
拷
者
と
の
問
に
成
立
す
る
、
保
謹
人
に
封
す
る
不
請
求
の
合
意
に
於
て
も
、
 
 
 

保
護
人
は
こ
の
利
金
を
酪
利
と
し
て
主
張
し
得
ざ
る
筈
で
あ
る
（
「
∴
罠
D
計
p
邑
i
s
N
こ
△
・
㌔
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
合
乱
あ
り
 
 
 

た
る
に
も
拘
ら
ず
、
債
析
者
が
之
を
無
甜
L
て
保
請
人
に
請
求
す
る
な
ら
ば
、
保
静
人
は
こ
の
合
意
を
援
用
し
て
抗
摺
し
得
ざ
る
 
 
 

理
で
あ
る
。
然
し
、
債
務
者
が
預
め
保
許
人
に
封
し
違
約
金
等
を
以
て
不
請
求
を
保
護
し
た
る
が
如
せ
場
合
に
は
、
保
詩
人
の
耽
 
 
 

蘭
株
を
認
む
る
を
以
て
情
緒
者
の
利
益
に
適
す
る
。
さ
れ
ば
、
辣
馬
法
に
於
て
も
、
こ
の
意
味
に
於
て
保
詮
人
に
封
す
る
反
作
用
 
 
 

を
法
律
的
性
質
の
も
の
と
し
て
承
認
し
た
る
が
如
く
で
あ
る
（
a
・
a
・
‘
〇
・
S
・
N
怒
u
・
S
・
W
・
）
。
 
 
 

右
の
如
き
規
範
の
反
作
用
の
み
の
例
の
中
に
て
」
別
の
引
水
地
役
樺
の
場
合
に
於
て
は
、
そ
の
反
作
用
は
第
三
者
旺
封
す
る
教
典
 
 

で
は
な
い
。
家
禽
野
挑
の
利
益
底
地
役
検
索
元
五
じ
た
る
反
作
用
で
あ
る
か
ら
、
イ
エ
」
リ
ン
グ
の
意
味
に
於
け
る
反
作
用
の
場
合
 
 

で
は
な
い
ハ
雇
首
－
S
・
拭
N
▲
し
。
 
 

斯
く
の
如
く
、
謂
ゆ
る
反
作
用
の
意
味
は
多
簸
で
あ
る
。
斯
か
る
曖
昧
な
る
用
語
を
以
て
立
論
の
根
壕
と
な
す
こ
と
は
、
諭
旨
を
 
 

不
徴
底
な
ら
し
め
る
。
又
、
往
々
に
し
て
誤
謬
の
結
論
に
導
く
の
危
険
が
あ
る
。
イ
エ
ー
リ
ン
グ
は
、
行
為
者
の
反
作
用
の
認
識
に
 
 

共
同
海
租
根
擾
法
論
 
 

（
こ
四
三
し
 
四
一
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第
十
山
谷
 
第
三
堆
 
 

（
こ
四
囲
）
 
四
二
 
 

関
す
る
錯
誤
は
、
法
律
行
馬
の
数
力
に
影
響
な
き
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る
（
L
2
h
r
i
コ
乎
a
′
P
〇
・
S
∴
○
ど
。
然
し
ー
ヘ
ツ
ク
に
依
れ
ば
、
 
 

こ
れ
は
錯
扱
が
行
為
の
反
作
用
に
の
み
関
す
る
場
合
、
又
は
規
範
の
反
作
用
と
庵
牽
蓮
す
る
場
合
に
限
る
ペ
き
も
の
で
あ
る
。
イ
 
 

エ
ー
ワ
ン
グ
の
二
三
の
例
謹
も
、
絶
て
こ
の
爾
禦
量
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
即
ち
、
錯
誤
が
規
範
の
反
作
用
に
の
み
関
す
る
嬰
昆
 
 

必
ず
し
も
然
少
と
富
ふ
を
得
な
い
（
＝
e
n
k
・
S
・
琵
）
。
前
端
の
規
範
の
反
作
用
の
み
の
例
の
中
、
例
へ
ぼ
呵
の
保
謹
人
に
封
す
る
不
 
 

請
求
の
合
意
に
於
て
、
情
緒
者
が
保
静
人
の
入
に
関
し
て
（
ぎ
p
e
－
S
O
n
a
f
豆
u
s
s
O
r
i
s
）
由
誤
に
陥
り
、
或
は
保
諸
人
の
存
在
せ
ざ
 
 

る
に
拘
ら
す
存
在
せ
る
も
の
と
信
じ
て
、
情
椎
窟
と
右
の
合
意
（
2
a
ハ
t
u
ヨ
i
コ
P
e
r
S
O
n
a
ヨ
f
豆
u
s
s
O
－
i
s
）
＼
を
締
結
し
た
る
が
如
き
と
 
 

き
如
何
。
法
律
行
馬
の
緑
雨
に
閥
す
る
錯
誤
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
合
音
の
無
数
又
は
取
消
を
認
め
ぎ
る
は
不
穏
常
な
る
 
 

ペ
し
。
イ
エ
ー
リ
ン
グ
も
、
羅
馬
法
の
解
繹
と
し
て
、
斯
く
の
如
き
歩
合
に
於
け
る
取
消
を
認
め
て
ゐ
る
（
」
e
h
r
i
コ
p
a
．
a
ト
〇
．
S
‥
 
 

N
B
．
）
。
 
 

以
下
に
於
て
は
、
反
作
用
を
打
馬
の
反
作
間
の
意
味
に
限
定
し
て
、
侍
論
難
を
繚
く
べ
し
。
 
 
 

ィ
エ
ー
ワ
ン
グ
の
反
作
用
の
理
論
が
渾
沌
と
し
て
雛
駐
な
る
こ
と
は
、
彼
の
如
き
天
才
が
次
の
如
き
矛
眉
を
残
せ
る
こ
と
か
ら
想
 
 

像
出
来
る
。
彼
は
そ
の
反
作
用
諭
二
空
ハ
十
二
貫
に
於
て
、
革
な
る
事
資
と
し
て
の
性
質
し
か
有
せ
ざ
る
反
作
用
と
雄
も
、
共
同
鰭
 
 

の
構
成
の
場
合
に
は
、
費
用
償
還
請
求
樵
の
生
ず
ぺ
き
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る
。
．
然
る
に
、
同
二
百
五
十
貢
正
於
て
ほ
、
反
作
用
が
単
 
 

な
る
濁
賓
と
L
て
の
性
質
七
か
有
せ
ざ
る
場
合
に
は
法
的
意
味
な
き
も
の
と
な
し
、
前
述
し
た
る
堤
防
築
造
の
例
を
以
て
之
を
瞥
証
 
 

せ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
即
ち
、
先
に
共
同
醇
損
専
務
管
理
詮
の
検
討
に
際
し
論
評
し
た
る
が
如
く
、
治
水
の
た
め
堤
防
を
築
改
し
隣
地
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の
所
有
者
に
馬
同
様
の
利
益
を
殿
ふ
る
禦
ぺ
澗
逸
に
於
け
る
二
大
羅
馬
法
畢
者
イ
立
－
リ
ン
グ
及
び
ウ
イ
ン
ド
シ
ャ
イ
ド
は
、
之
 
 

を
以
て
法
的
教
典
の
伴
は
ぎ
る
寸
域
は
少
く
と
も
自
己
・
に
発
分
な
る
報
償
を
得
た
る
慧
昆
は
費
用
償
還
請
求
擢
の
生
す
べ
か
ら
ざ
 
 

る
へ
他
人
の
利
益
を
擁
護
し
た
る
場
合
と
摩
し
て
ゐ
る
。
癒
し
、
ム
ッ
ク
に
依
れ
ぼ
、
之
こ
そ
眞
に
不
常
た
る
例
語
で
あ
サ
ノ
且
つ
 
 

凝
協
法
の
斯
く
の
如
き
解
鐸
が
行
は
れ
た
る
が
た
也
、
薙
い
七
腰
近
代
法
轡
の
蟄
達
に
如
何
に
大
な
る
障
害
を
な
し
た
る
か
を
知
る
 
 

べ
き
で
あ
る
。
苦
し
、
近
代
に
於
け
る
弼
逸
の
法
制
下
に
於
て
は
、
填
防
條
例
に
依
り
、
客
質
上
斯
か
る
璧
n
に
費
圃
償
還
請
求
楷
 
 

を
許
容
⊥
、
唯
蔑
め
仙
窟
の
手
続
老
探
ら
し
め
て
ゐ
る
（
エ
。
。
k
ふ
琵
・
）
。
 
 

イ
土
－
リ
ン
グ
は
、
一
箪
な
る
琴
賓
と
し
て
の
反
作
川
の
他
の
例
と
し
て
、
前
述
の
階
段
の
照
明
施
設
を
轟
げ
て
ゐ
る
。
然
る
に
、
 
 

彼
は
別
の
稲
尤
於
て
は
、
ア
パ
ー
丑
式
塵
物
に
居
任
す
る
著
が
自
己
の
た
め
に
、
共
同
・
の
階
段
を
修
堆
す
る
な
ら
ば
、
費
用
償
還
請
 
 

求
擢
の
静
容
を
是
認
し
て
ゐ
る
（
」
e
山
一
i
コ
9
L
a
h
－
b
蔓
e
－
B
・
′
は
：
招
ニ
f
・
）
〕
こ
れ
、
自
家
扱
者
で
あ
る
。
蓋
し
、
自
己
抄
た
め
に
 
 

す
る
階
段
の
躍
明
施
設
に
依
り
て
他
人
の
受
く
る
利
益
が
、
単
純
な
る
事
蜜
的
反
作
用
で
あ
る
が
故
を
以
て
費
用
の
分
略
を
認
め
ぬ
 
 

庵
の
な
ら
ば
、
階
段
の
修
理
に
於
て
も
亦
同
様
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
す
。
更
に
、
ダ
ン
ス
営
業
の
深
夜
に
於
け
る
安
眠
の
妨
育
も
、
河
 
 

様
に
箪
純
な
る
畢
質
的
反
作
用
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
も
、
イ
エ
ー
ワ
ン
ダ
は
正
常
に
之
に
封
す
る
法
の
干
渉
を
提
唱
し
て
ゐ
 
 

る
。
 

要
す
る
に
∵
血
．
般
的
に
見
て
、
共
同
慣
関
係
に
於
て
は
、
謂
ゆ
る
琴
賛
的
反
作
用
が
法
律
的
反
作
用
よ
り
も
一
墜
霊
蒜
す
べ
き
 
 

こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
 

共
同
海
税
根
凄
法
論
 
 

（
〓
四
五
）
 
四
三
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ィ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
見
る
朋
に
依
れ
ぼ
、
共
同
牌
に
於
け
る
利
益
の
増
進
は
、
放
て
利
己
的
勤
披
か
ち
行
は
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
 
 

の
有
益
な
る
反
作
用
の
結
果
と
し
て
生
す
る
。
従
つ
て
、
之
に
鎗
用
倍
達
訴
樵
を
認
め
る
の
は
、
共
同
豊
の
構
成
の
場
合
に
限
ら
れ
 
 

た
る
例
外
（
e
x
c
e
p
誉
e
＝
e
r
R
e
讐
e
～
～
a
コ
S
苫
C
h
）
で
あ
る
と
な
す
（
L
e
蔓
コ
伯
；
・
p
〇
・
S
・
u
u
】
）
。
然
し
、
費
用
償
還
訴
標
は
必
ず
 
 

し
も
反
作
用
の
存
在
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
先
に
事
務
管
理
詮
の
検
討
に
際
し
て
も
述
べ
た
る
が
如
く
、
不
可
分
的
に
紆
 
 

合
し
た
る
利
益
（
u
コ
t
r
2
∃
b
a
r
く
2
r
b
u
コ
d
2
コ
e
l
⊃
訂
r
e
s
s
e
コ
）
の
璧
昆
於
て
、
行
偽
者
が
自
己
の
た
め
に
廃
置
す
る
も
の
な
る
か
、
 

或
は
他
人
の
た
め
に
鹿
理
す
る
か
は
、
普
通
之
を
区
別
す
る
を
得
な
い
。
故
に
、
費
用
倍
速
訴
樵
の
大
抵
の
場
合
に
於
て
、
謂
ゆ
る
 
 

反
作
尉
が
存
在
す
る
や
否
や
は
不
明
で
あ
る
J
 
 

叉
、
行
馬
者
が
何
等
か
の
事
情
か
ら
し
て
他
人
の
利
益
の
存
在
を
意
識
し
な
か
つ
た
禦
口
、
例
へ
ぼ
共
有
物
を
自
己
畢
猫
の
所
有
 
 

物
な
り
と
信
じ
て
費
用
を
投
じ
た
る
場
合
に
は
、
明
か
に
反
作
用
が
存
在
す
る
。
而
も
↓
少
く
と
も
羅
属
法
に
従
へ
ぼ
、
費
用
償
還
 
 

訴
樺
必
着
認
せ
ら
れ
る
（
＝
心
卸
岩
∴
。
m
ヨ
u
コ
妄
く
芦
戸
山
・
「
N
言
…
。
計
ヨ
・
）
。
こ
れ
に
反
し
て
、
費
用
の
支
出
が
何
等
の
 
 

教
典
を
欝
さ
な
か
つ
た
禦
還
は
、
明
か
に
反
作
用
は
存
在
し
な
い
。
而
も
・
費
用
償
遥
訴
梯
は
、
蘇
馬
法
に
於
て
も
依
然
と
し
で
 
 

是
認
せ
ら
れ
る
（
B
r
寮
ヨ
a
コ
完
∩
芽
ぐ
。
ヨ
ヨ
亡
コ
こ
寮
d
u
コ
旨
u
コ
d
苦
t
一
〇
コ
e
笥
t
ぎ
u
ヨ
笥
S
叶
O
r
u
ヨ
S
．
u
の
．
）
。
 
 

要
す
る
に
、
反
作
用
は
行
馬
者
の
富
慾
せ
ぎ
り
し
他
人
の
利
益
の
増
進
で
あ
る
。
然
し
、
行
惑
者
に
求
償
を
許
す
の
期
待
を
持
た
 
 
 

●  

第
十
一
巻
 
 
第
三
源
 
 

）
 
 

l
↑
 
費
用
償
逮
訴
椎
は
、
必
す
し
も
反
作
用
に
依
存
す
る
も
の
に
あ
ら
す
。
 
（
 
 
 

反
作
用
を
以
て
共
同
鰻
の
原
班
を
詑
朋
せ
ん
と
す
れ
ば
、
叉
新
な
る
疑
義
を
生
ず
る
。
 
 

（
二
四
六
）
 
四
四
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し
む
る
こ
と
に
依
っ
て
、
意
識
的
尤
も
他
人
の
利
益
の
擁
護
を
為
さ
七
め
る
こ
と
が
出
来
る
？
然
ら
ば
、
共
同
利
益
の
増
進
は
反
作
 
 

用
に
依
っ
て
他
人
の
利
益
が
擁
護
せ
ら
る
l
場
合
に
於
て
ゞ
は
あ
ら
す
し
て
、
寧
ろ
意
識
的
に
ヱ
れ
が
擁
護
せ
ら
る
1
、
従
っ
て
反
 
 

僻
用
の
生
ぜ
ざ
る
場
食
に
於
て
ゞ
思
る
。
故
に
、
費
用
償
還
訴
権
は
」
反
作
用
に
許
容
せ
ら
れ
た
る
法
的
致
児
と
し
て
理
解
せ
ら
る
 
 

べ
き
も
の
で
な
い
。
（
未
完
）
 
 

共
同
海
塊
根
描
法
論
 
 

（
こ
四
七
）
 
四
壷
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